
瀬戸市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

  令和元年９月３０日  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第１２号 

瀬戸市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例  

瀬戸市印鑑の登録及び証明に関する条例（昭和５１年瀬戸市条例第２１

号）の一部を次のように改正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（印鑑の登録資格） （印鑑の登録資格） 

第２条 印鑑の登録を受けることができる者は、

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以

下「法」という。）に基づき、本市が備える住

民基本台帳に記録されている者とする。 

第２条 印鑑の登録を受けることができる者は、

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に

基づき、本市の住民基本台帳に記録されている

者とする。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

（登録印鑑） （登録印鑑） 

第５条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

２ 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各

号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登

録しないものとする。 

２ 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各

号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登

録しないものとする。 

⑴ 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、

名、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和４２

年政令第２９２号。以下「令」という。）第

３０条の１３に規定する旧氏をいう。以下同

じ。）若しくは通称（令第３０条の１６第１

項に規定する通称をいう。以下同じ。）又は

氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合せた

文字で表していないもの 

⑴ 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、

名若しくは通称（住民基本台帳法施行令（昭

和４２年政令第２９２号）第３０条の２６第

１項に規定する通称をいう。以下同じ。）又

は氏名若しくは通称の一部を組み合せた文字

で表していないもの 



⑵ 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外 

の事項を表しているもの 

⑵ 職業、資格その他氏名以外の事項を表して 

いるもの 

⑶から⑹まで ＜省略＞ ⑶から⑹まで ＜省略＞ 

３ 市長は、前項第１号及び第２号の規定にかか

わらず、外国人住民（法第３０条の４５に規定

する外国人住民をいう。以下同じ。）が住民票

の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又

はその一部を組み合せたもの（以下「氏名の片

仮名表記等」という。）で表されている印鑑に

より登録を受けようとする場合には、当該印鑑

を登録することができる。 

３ 市長は、前項第１号及び第２号の規定にかか

わらず、外国人住民（住民基本台帳法第３０条

の４５に規定する外国人住民をいう。）が住民

票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記

又はその一部を組み合せたもの（以下「氏名の

片仮名表記等」という。）で表されている印鑑

により登録を受けようとする場合には、当該印

鑑を登録することができる。 

（登録事項） （登録事項） 

第６条 市長は、第４条第１項に規定する印鑑登

録原票には、印影のほか当該登録申請者に係る

次の各号に掲げる事項を登録するものとする。 

第６条 市長は、第４条第１項に規定する印鑑登

録原票には、印影のほか当該登録申請者に係る

次の各号に掲げる事項を登録するものとする。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に 

旧氏の記載（法第６条第３項の規定により磁 

気ディスク（これに準ずる方法により一定の 

事項を確実に記録しておくことができる物を 

含む。以下同じ。）をもって調製する住民票 

にあっては、記録。以下同じ。）がされてい 

る場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人 

住民に係る住民票に通称の記載がされている 

場合にあっては氏名及び当該通称） 

⑶ 氏名（住民基本台帳に通称が記録されてい 

る場合にあっては、氏名及び通称） 

⑷ ＜省略＞ ⑷ ＜省略＞ 

  ⑸ 男女の別 

⑸ ＜省略＞ ⑹ ＜省略＞ 

⑹ 住民票の備考欄に記載がされている氏名の 

片仮名表記等で表されている印鑑により登録 

を受けている場合にあっては、当該氏名の片 

仮名表記等 

⑺ 住民票の備考欄に記載されている氏名の片 

仮名表記等で表されている印鑑により登録を 

受けている場合にあっては、当該氏名の片仮 

名表記等 

２ 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原 

票については、磁気ディスクをもって調製する 

２ 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原 

票については、磁気テープ（磁気テープ、磁気。 



 ディスクその他一定の事項を記録しておくこと

ができるこれらに類する物をいう。第１１条に

おいて同じ。）をもって調製する。 

（印鑑登録証明書） （印鑑登録証明書） 

第１１条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登

録されている印影の写し（印鑑登録原票に登録

されている印影を光学画像読取装置により読み

取って磁気ディスクに記録したものに係るプリ

ンターからの打ち出しを含む。）について証明

するものとし、併せて次に掲げる事項を記載す

るものとする。 

第１１条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登

録されている印影の写し（印鑑登録原票に登録

されている印影を光学画像読取装置により読み

取って磁気テープに記録したものに係るプリン

ターからの打ち出しを含む。）について証明す

るものとし、併せて次に掲げる事項を記載する

ものとする。 

⑴ 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に

旧氏の記載がされている場合にあっては氏名

及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通

称の記載がされている場合にあっては氏名及

び当該通称） 

⑴ 氏名（住民基本台帳に通称が記録されてい

る場合にあっては、氏名及び通称） 

⑵ ＜省略＞ ⑵ ＜省略＞ 

 ⑶ 男女の別 

⑶ ＜省略＞ ⑷ ＜省略＞ 

⑷ 住民票の備考欄に記載がされている氏名の 

片仮名表記等で表されている印鑑により登録 

を受けている場合にあっては、当該氏名の片 

仮名表記等 

⑸ 住民票の備考欄に記載されている氏名の片 

仮名表記等で表されている印鑑により登録を 

受けている場合にあっては、当該氏名の片仮 

名表記等 

（登録事項の修正） （登録事項の修正） 

第１３条 市長は、法に基づく届出等により、印

鑑登録原票の登録事項に変更があることを知っ

たときは、次条第２項の規定により印鑑登録の

抹消を行う場合のほか、職権で印鑑登録原票の

登録事項を修正するものとする。 

第１３条 市長は、住民基本台帳法に基づく届出

等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があ

ることを知ったときは、次条第２項の規定によ

り印鑑登録の抹消を行う場合のほか、職権で印

鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。 

（印鑑の登録の抹消） （印鑑の登録の抹消） 

第１４条 ＜省略＞ 第１４条 ＜省略＞ 

２ 市長は、印鑑登録者について、次に掲げる事

由が生じたことを知ったときは、職権で当該印

鑑の登録を抹消するものとする。 

２ 市長は、印鑑登録者について、次に掲げる事

由が生じたことを知ったときは、職権で当該印

鑑の登録を抹消するものとする。 



⑴から⑶まで ＜省略＞ ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

⑷ 氏名、氏（氏に変更があった者にあっては 

、住民票に記載がされている旧氏を含む。） 

若しくは名、通称又は氏名の片仮名表記等の 

変更により登録された印鑑が第５条第２項第 

１号に該当したとき。 

⑷ 氏名、通称又は氏名の片仮名表記等の変更 

により登録された印鑑が第５条第２項第１号 

に該当したとき。 

⑸ ＜省略＞ ⑸ ＜省略＞ 
  

附 則 

この条例は、令和元年１１月５日から施行する。  

 


